
超高齢社会における多主体協働のまちづくり

～連携して地域包括ケアを支える関係者の取組から考える～
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多主体協働のまちづくりに向けた

方策と課題

（内容）

１．地域共生社会の実現に向けた国の施策の方向性

２．多主体協働のまちづくりに向けた当大学の取組

３．今後の課題：連携から協働へ



１．地域共生社会の実現に向けた国の施策の方向性

－地域包括ケアから地域共生社会へ－
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出所）国立社会保障・人口問題研究所：日本の将来推計人口（平成29年推計）より自作

2020～2040年間の人口構造の変化
ー85歳以上人口の急増と現役世代の人口減少の同時進行ー

2020年と2040年の年齢階級別人口の変化
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0-14歳

15-64歳

65-74歳

75-84歳

85歳以上

2020 2040
変化量

(千人) (％) (千人) (％)

総数 125,325 100.0 110,919 100.0 -14,406 
(-11.5%)

0-14歳 15,075 12.0 11,936 10.8 -3,139
(-20.8%)

15-64歳 74,058 59.1 59,777 53.9 -14,281
(-19.3%)

65-74歳 17,472 13.9 16,814 15.2 -658
(-3.8％) 

75-84歳 12,517 10.0 12,155 11.0 -362
(-2.9%) 

85歳
以上

6,203 4.9 10,237 9.2 4,034
(65.0%) 

再掲）
65歳以上

36,192 28.9 39,206 35.3 3,014
(8.3%) 

再掲）
75歳以上

18,720 14.9 22,392 20.2 3,672
(19.6%) 

年齢階級別人口の伸び率の推移
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出所）厚生労働省：地域包括ケアシステムの構築に向けて、第46回介護保険部会(2013年8月28日開催）資料3を一部改変

地域包括ケアシステムとは
（高齢者を主対象とした市町村単位の包括的サービス提供体制のこと）

退院支援の強化

医療・介護の連携強化

生活支援の提供主体の
整備とマッチング

24Hの介護体制
構築

在宅医療体制
の強化

マネジメント
の機能強化
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出所）厚生労働省HPより引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00506.html

地域包括ケアから地域共生社会へ
ー多様な主体（専門職・支援者・住民・企業等）を巻き込んだ地域課題の解決に向けてー
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00506.html


出所）厚生労働省：第147回市町村職員を対象とするセミナー「地域共生社会の実現に向けた動きと生活困窮者自立支援制度について」，パネルディスカッション資料より引用

厚生労働省が目指す

「多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進」
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２．多主体協働のまちづくりに向けた当大学の取組

～多主体ネットワークの構築・運営の試行～
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【2020実績】 2021/2～WEB公開

テーマ ｢地域のつながりの再構築を目指して｣

＜講演者・シンポジスト＞

笹子宗一

（厚生労働省老健局認知症施策・地域介

護推進課課長）

佐藤匡史

（日本こどもの居場所ネットワーク埼玉支部

事務局／川口子ども食堂代表）

吉川尚彦

（埼玉県生活協同組合連合会専務理事）

古川泰之

（埼玉県福祉部少子政策課副課長）

川越雅弘

（埼玉県立大学大学院／研究開発センター

教授）

【目的】国の施策の動向や方向性，

基本的考え方などを学ぶ

研究開発センター
シンポジウム（2016～）

地域包括ケア推進セミナー
（2018～）

【目的】地域包括ケアに関わる関係者

の実践力を高める
【目的】地域資源の開発を通じて実践

者への支援体制を強化する

【2018～2019年度】

第1回（7/27開催）

「在宅医療・介護連携の展開プロセスを

学ぼう！｣

第2回（11/24開催）

｢ファシリテーション力を高める｣

第3回（2019/2/21開催）

｢自立支援のための方法論を学ぶ｣

第4回（6/20開催）

｢地域課題の把握方法を学ぶ｣

第5回（10/2開催）

｢コミュニケーション力を高めよう｣

【2018～2019年度】

第1回（2018/9/4開催）

今後の進め方に関する打合せ会議

第2回（11/30開催）

｢住民の困りごと/支援ニーズを知ろう｣

第3回（2019/2/15開催）

｢企業・組織の活動内容を知ろう①｣

第4回（5/31開催）

｢企業・組織の活動内容を知ろう②｣

第5回（7/30開催）

｢地域課題を解決するためのプロジェクトを

みんなで考えよう｣

第6回（2019/12/9開催）

「通いの場・集いの場のための空きスペース･

空き家の活用法｣

第7回（2020/2/18開催）

「団地の取組と課題｣

地域包括ケアを推進するための
ネットワーク会議（2018～）

地域包括ケアに関わる人材育成のための手法
ー集合型研修（Off-JT）と現場での直接支援（OJT)を通じた人材育成ー

③支援体制の整備

 介護保険事業計画策定支援（北本市：計画策定業務を受託。川越市・さいたま市：委員としてデータ分析等を支援）

 地域包括ケア関連業務支援（志木市／北本市：協定を締結し，事業展開ほかの支援を実施）

 健康寿命の延伸に対する業務支援（加須市：協定を締結） など

②現場での直接支援

①集合型研修
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9

県内市町村の地域包括ケアに関する事業マネジメント力の強化を図る。

①データ分析支援（市町村単位のDB整備、分析結果資料の提供など）

②事業マネジメント支援（市町村が取組みたい事業を支援）

→オンラインでの相談指導や個別支援によって、現状把握の方法や事業

マネジメントの考え方、展開方法などを支援する。

③地域づくりに関わっている関係者や民間企業との連携支援

→様々な関係者や民間とのネットワーク構築を希望する市町村を個別に

支援する（各種コーディネーターや地域包括支援センター、各支援者など

の実践部隊と民間等のネットワーク化をメインに）。

④国の施策動向に関する情報提供（随時）

・手続き：研究開発センターへメールの後、具体的な支援に入っていく。

・費用 ：①④については無償。②③についての相談は無償、研修実施や

現地指導は有償。

地域包括ケアマネジメント支援部門の立ち上げ（県内向け、2020.10～）

目的

機能

手続き・費用



1. 課題解決をしたい人（＝ニーズ側）、地域に何等かの貢献をしたいと思っている人（＝解決手段を有する側）

が交流できる「場」を用意すること（⇒場の提供）

2. 現場レベルで困っていること（地域ニーズ）を解決手段を有する側が知ること。逆に、どんな解決手段を有している

かを、ニーズ側が知ること（⇒相互理解の促進）

3. 課題解決に必要な知識やノウハウ、ネットワーク力を高めること（⇒解決力の向上）

4. 課題に関心を持つ関係者間でニーズや現状を共有し、解決手段を考えていくこと。また、具体的に展開していくこ

と（⇒プロジェクトの立上げと推進。地域単位での展開）

地域課題が多様化、複合化するなか、「多様な主体を交えながら、地域レベルで課題解決を図っていく力 （＝

地域課題解決力）」の強化が現在求められている。

本会議は、地域のニーズを知っている人、解決手段を持っている人の交流を促進することを通じて、①地域課題解

決力を高める（知識向上、ノウハウ獲得など）とともに、②具体的な課題解決に向けた行動・活動（＝プロジェク

ト）につなげ、その結果として、地域の課題解決に貢献することを目指す。

ゴール達成に向けて必要な4要素

本会議が目指すこと（ゴール）

「地域包括ケアを推進するためのネットワーク会議」が目指す姿と

ゴール達成に向けて必要なこと

Step1

場の提供

Step2

相互理解の促進

Step3

解決力の向上

（知識ベース）

Step4

具体的展開

図１．ゴール達成に向けた手順のイメージ
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埼玉県立大主催の地域包括ネットワーク会議
【目的】取組状況や困りごとのヒアリングを通じて，現状把握と課題の整理，今後の対策の検

討を行い，課題の解決を図っていく。

【開催日・方法】第2・第4金曜日の18時30分～，Zoomオンライン

【開催回数】2020年6月開始。合計20回開催（12月末まで）

【参加者】毎回20名程度（参加は任意）

・食支援関係者（フードバンク埼玉，子ども食堂／フードパントリー実践者など）

・その他支援者（社協，包括，ケアマネ，コーディネーター，生活困窮相談対応者など）

・行政（志木市など）
・民間（埼玉トヨペットHD，医療・福祉・環境経営支援機構など）

地域課題解決に向けた会議の運営状況について（2020年12月末時点）

コア会議（埼玉県全域対象）

埼玉県立大主催の地域包括ネットワーク会議
【目的】川口市内の食支援関係者からのヒアリングを通じて，現状把握と課題の整理，今後

の対策の検討を行い，川口エリアの課題の解決を図っていく。

【開催日・方法】第1・第3木曜日の18時30分～，Zoomオンライン

【開催回数】2020年8月開始。合計10回開催（12月末まで）

【参加者】毎回10名程度（参加は任意）

・市内の子ども食堂／フードパントリー実践者

・フードバンク埼玉

・市内の地域包括支援センター など

エリア会議（川口市）
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 品質には問題がないにも関わらず廃棄されてしまう

食品・食材を、企業や個人から引き取り、必要とし

ている施設・団体等や生活困窮者へ無償提供する

活動を行っている。

 食品ロスを削減し、企業や個人の社会貢献を推進

することで、食品確保が困難な方々の役に立つとい

う新しい食のリサイクル形態。

 食料を単に提供するだけでなく、食料支援を通じて

人と人とをつなぐのが、フードバンク埼玉の活動です。
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＜正会員（2017年4月現在）＞
埼玉県労働者福祉協議会
埼玉県生活協同組合連合会
埼玉県農業協同組合中央会
生活協同組合コープみらい
生活クラブ生活協同組合 埼玉
生活協同組合パルシステム埼玉
日本労働者協同組合連合会
特定非営利活動法人ＮＰＯ埼玉ネット
医療生協さいたま生活協同組合
埼玉県労働組合連合会
日本労働組合総連合会埼玉県連合会

ヒアリングを通じた「子どもの食支援」に関する現状把握と課題の抽出

フードバンク埼玉とは（※HPを一部改変）

システムの概念図 システム運営上の課題

1. フードパントリーは一度に大量の物資が
必要なため、食材の安定調達が課題
に。その結果、継続開催も難しくなる。

2. 県内に拠点が3か所しかなく、フードバン
ク埼玉⇒地域拠点間の物流が課題
に。

3. 地域拠点が少ない為、地元住民等から
提供頂いた物資を受け取れない。

【課題①】 食材提供先の確保・拡大

【課題②】 地域拠点の整備

【課題③】 支援団体の活動支援と拡大

・子ども食堂など

（浦和）

出所）フードバンク埼玉HPより引用 https://www.foodbanksaitama.jp/about

https://www.foodbanksaitama.jp/about
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課題解決に向けた活動の一例

【経過】

・2020.6 : ネットワーク会議を開始。同会議に参加してい

た埼玉トヨペットホールディングス(株)の担当者から災害

備蓄品の申し出を受ける。

・2020.7～：大学の県出向者に、県との調整を依頼

・2020.10：埼玉トヨペット(株)にて、埼玉県環境部・フー

ドバンク埼玉・埼玉トヨペット関係者で提供式を実施。

・2020.10：県内の子ども食堂関係者等（12団体）

に、フードバンク埼玉から食材が提供される。

出所）埼玉県HPより引用

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/1013-01.html

課題①食材提供先の確保・拡大

県のスキームを活用した企業からの災害備蓄品の収集と

子ども食堂等への提供

課題①～③にとっての共通課題

大学主催の「地域包括ケア推進セミナー」を活用した

支援者／民間／行政の取組の相互理解促進

■開催頻度：月２回

■講演者

・支援者 ・埼玉県

・市町村 ・民間企業等



3．今後の課題

～「連携」から「協働」へ～
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市町村と民間企業の「連携」に向けた課題
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 定期的に異動があるため、その分野の専門家が育ちにくい。また、事業の立ち上げに関心が払われる一方
で、継続性に対する関心は低い（担当者も入れ替わる）。

 国から示された事業を行うことが優先課題となる。その事業をどうやるかに意識が向く。市町村として出来
ない部分、委託が向いている部分に関しては「外部委託される」場合が多い。

 複数部署が関係するテーマの場合、庁内連携が必要となるが、組織が縦割りのため、連携が機能しにくい状
況にある。

 市町村にとって、市民の生活課題を具体的に知る機会は少ない。把握する課題も、例えば「〇〇地区は、買
い物に困っている高齢者が多い」などとなる。その結果、例えば、①移動販売を行う企業を誘致する、②既存
店に移動販売の拡大を依頼する などの対策を講じることとなる(委託と受託、依頼と対応の関係性）。

市町村の体制・業務の特徴（これまでの支援から感じた私見）

 特定の企業と連携することに躊躇がある（上司や市民が納得する理由を提示できるか？）

 各企業がどんなことを行っているかを知らない

 民間の意思決定のスピードと市町村の意思決定のスピードが合わない

 市町村は実施する（対策を講じる）ことを、民間は継続し、進化させていくことを重視している など

民間との連携上の課題（私見）

【Step1】 企業活動に関する情報を収集し、地域課題に対応してくれそうな企業を見つける

【Step2】 企業と面談し、今後の進め方などについて意見交換する（場合によっては、都道府県や大学等にも協
力してもらいながら）

まず進めるべきこと



連携から協働へ

～市町村ベースのプラットフォームの例～
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出所）厚生労働省：改正福祉法の改正趣旨・改正概要について、令和２年度地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議（2020年7月17

日）、資料1より改変



市町村と民間企業の「協働」に向けた課題

自治体

事務局

NPO・社協など

医療・介護職 商工会・民間企業

住民

地域課題解決のための多主体協議体（プラットフォーム）

〇多様な地域課題を解決するためには，多主体が参画する協議体（プラットフォーム）が必要。
〇同協議体を機能させるためには事務局機能が重要。

地域課題解決のためのプラットフォームのイメージ

【課題①】 誰が主体となってプラットフォームという「場」を作っていくか

【課題②】 事務局を誰が担うのか（立上げ、継続運用）

【課題③】 どのような形で会議を運営していくのか(会議形式？ オンライン？ SNS併用？）

【課題④】 課題解決に向けたファシリテーションを誰が担うのか

【課題⑤】 運営費用はどうするのか

【課題⑥】 支援者ネットワーク（例：子ども食堂ネットワーク）との連携をどう図っていくのか

課題
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